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◆
市
長
高
橋
都
彦
君
の
退
職
の
件

【
結
果
】
同
意

◆
狛
江
市
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
の
専
決
処
分
の
承
認
を
求

め
る
こ
と
に
つ
い
て

【
提
案
理
由
】

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
30
年
法
律
第
３
号
）
の

施
行
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う

た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
承
認

◆
狛
江
市
都
市
計
画
税
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
専
決
処
分
の
承

認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

【
提
案
理
由
】

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
30
年
法
律
第
３
号
）
の

施
行
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う

た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
承
認

◆
狛
江
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
専
決
処
分

の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

【
提
案
理
由
】

地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
（
平
成
30
年
政
令
第

１
２
５
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
所
要

の
改
正
を
行
う
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
承
認

◆（
仮
称
）北
部
児
童
館
新
築
工
事

（
建
築
工
事
）請
負
契
約
に
つ
い
て

【
提
案
理
由
】

議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

本
会
議
か
ら

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る

条
例
（
昭
和
39
年
条
例
第
３
号
）
第

２
条
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の
議
決

を
求
め
る
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
狛
江
市
公
共
下
水
道
事
業
（
事
業

の
一
部
）
に
関
す
る
業
務
委
託
（
覚

東
幹
線
分
）
契
約
に
つ
い
て

【
提
案
理
由
】

議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る

条
例
（
昭
和
39
年
条
例
第
３
号
）
第

２
条
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の
議
決

を
求
め
る
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
平
成
30
年
度
狛
江
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
１
号
）

【
提
案
理
由
】

一
般
会
計
予
算
を
補
正
す
る
必
要

が
生
じ
た
た
め
。

【
主
な
質
疑
】

・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
指
針
ま
た
は

防
止
規
則
は
職
員
が
対
象
に
な
っ

て
い
る
が
、
市
長
は
職
員
で
は
な

い
と
い
う
判
断
か
。

・
懲
戒
処
分
で
な
く
と
も
、
事
実
調

査
の
対
象
に
は
な
り
得
た
の
で
は

な
い
か
。

・
予
算
書
に
給
与
費
明
細
書
が
添
付

さ
れ
て
い
る
が
、
特
別
職
の
数
字

が
増
額
し
て
い
る
理
由
は
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
平
成
30
年
度
狛
江
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
２
号
）

【
提
案
理
由
】

一
般
会
計
予
算
を
補
正
す
る
必
要

◆
狛
江
市
議
会
議
員
及
び
狛
江
市
長

の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費

負
担
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

【
提
案
理
由
】

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
29
年
法
律
第

29

66
号
）
の

◆
狛
江
市
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お

け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

【
提
案
理
由
】

調
布
都
市
計
画
岩
戸
北
二
丁
目
周

辺
地
区
地
区
計
画
の
決
定
に
伴
い
、

地
区
整
備
計
画
区
域
を
加
え
る
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
狛
江
市
路
上
喫
煙
等
の
制
限
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

【
提
案
理
由
】

勧
告
に
従
わ
な
い
者
に
対
す
る
罰

則
を
加
え
る
等
の
改
正
を
行
う
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
道
路
の
廃
止
に
つ
い
て
（
市
道
第

７
９
９
号
線
）

【
提
案
理
由
】

道
路
法（
昭
和
27
年
法
律
第
１
８
０

号
）
第
10
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に

よ
り
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
狛
江
市
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支

援
総
合
事
業
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

【
提
案
理
由
】

介
護
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を

改
正
す
る
政
令
（
平
成
30
年
政
令
第

56
号
）
及
び
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ

ム
の
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
29

年
法
律
第
52
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

所
要
の
改
正
を
行
う
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

問

条
例
を
つ
く
る
目
的
は
何
か
。

答

現
行
の
指
針
や
規
則
は
特
別
職

が
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
や
、

苦
情
処
理
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
が
庁

内
の
職
員
で
構
成
さ
れ
、
権
限
や
働

き
に
限
界
が
あ
っ
た
。

問

な
ぜ
条
例
な
の
か
。

答

選
挙
で
選
ば
れ
た
特
別
職
が
加

害
者
で
あ
る
場
合
、
内
部
規
則
で
調

査
・
審
議
し
て
い
く
こ
と
に
限
界
が

あ
り
、
自
治
体
の
最
高
法
規
で
あ
る

条
例
が
必
要
と
判
断
し
た
。

問

セ
ク
ハ
ラ
・
パ
ワ
ハ
ラ
以
外
の

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
定
義
を
条
例
で
盛

り
込
む
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

答

条
例
は
例
示
し
た
も
の
を
列
挙

し
て
い
る
。
現
行
の
指
針
や
規
則
で

規
定
し
て
い
る
の
で
支
障
は
な
い
と

考
え
て
い
る
。

問

前
市
長
の
セ
ク
ハ
ラ
問
題
に
関

し
て
、
本
条
例
で
何
が
で
き
る
の
か
。

答

本
条
例
は
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
起

こ
さ
な
い
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
が

趣
旨
で
あ
る
。
起
き
た
場
合
は
、
外

部
の
有
識
者
で
構
成
さ
れ
る
苦
情
処

理
委
員
会
の
調
査
・
審
議
を
経
て
、

公
表
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

問

罰
則
規
定
が
必
要
で
は
。

答

一
般
職
の
場
合
は
懲
戒
処
分
が

で
き
る
が
、
特
別
職
の
場
合
は
公
表

が
罰
則
に
当
た
る
。

問

前
市
長
は
認
め
て
こ
な
か
っ
た
。

本
人
が
認
め
な
け
れ
ば
、
効
力
を
発

揮
し
な
い
の
で
は
。
公
表
規
定
を
義

が
生
じ
た
た
め
。

【
主
な
質
疑
】

・
北
口
、
南
口
喫
煙
所
の
整
備
の
展

望
は
。

・
非
喫
煙
者
を
副
流
煙
か
ら
守
る
と

い
う
こ
と
に
関
し
て
、
ど
の
程
度

き
ち
ん
と
取
り
組
ん
で
い
く
の
か
。

・
生
活
保
護
シ
ス
テ
ム
改
修
委
託
と

歳
入
の
適
正
化
推
進
事
業
と
の
関

連
性
は
。

・
西
和
泉
体
育
施
設
フ
ェ
ン
ス
設
置

委
託
に
つ
い
て
、
公
共
施
設
や
民

地
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
で
危
険
箇
所
を

把
握
し
て
い
る
の
か
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

◆
狛
江
第
一
小
学
校
厨
房
用
備
品
購

入
契
約
に
つ
い
て

【
提
案
理
由
】

議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る

条
例
（
昭
和
39
年
条
例
第
３
号
）
第

３
条
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の
議
決

を
求
め
る
た
め
。

【
主
な
質
疑
】

・
厨
房
機
器
の
入
れ
か
え
は
委
託
業

者
か
ら
の
要
望
な
の
か
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

務
化
す
べ
き
。

答

苦
情
処
理
委
員
会
の
報
告
書
は

公
文
書
な
の
で
、
市
長
が
恣
意
的
に

運
用
し
て
い
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、

条
例
違
反
と
考
え
る
。

問

今
回
の
問
題
の
真
相
究
明
が

あ
っ
て
、
再
発
防
止
に
つ
な
が
っ
て

い
く
の
で
は
な
い
か
。

答

属
人
的
な
真
相
究
明
は
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
再
発
防
止
に
は

仕
組
み
づ
く
り
が
必
要
。

問

本
条
例
で
被
害
者
が
救
済
さ
れ

る
の
か
。

答

条
例
だ
け
で
全
て
の
解
決
は
困

難
。
条
例
と
同
時
に
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

を
許
さ
な
い
職
場
の
環
境
づ
く
り
の

た
め
、
研
修
等
を
行
政
へ
提
案
す
る

こ
と
が
必
要
。

問

第
２
回
定
例
会
で
提
案
す
る
理

由
は
。
議
員
間
の
議
論
が
十
分
で
は

な
い
の
で
は
な
い
か
。

答

喫
緊
の
課
題
の
た
め
、
第
１
回

定
例
会
直
近
の
第
２
回
定
例
会
で
提

案
。
見
直
し
条
項
を
入
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
今
後
の
担
保
と
し
て
い
る
。

問

な
ぜ
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を

実
施
し
な
い
の
か
。

答

今
回
の
条
例
は
市
民
の
権
利
を

制
限
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
対
象
で
は
な

い
と
考
え
た
。

問

被
害
者
や
、
被
害
者
の
支
援
活

動
に
取
り
組
ん
で
い
る
方
の
意
見
を

反
映
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
は
。

答

見
直
し
条
項
で
、
今
後
の
担
保

と
し
て
い
る
。

※
詳
し
く
は
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
の
録
画
映

像
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

可
決
さ
れ
た
議
員
提
出
条
例

【
議
会
人
事
】

日
本
共
産
党
狛
江
市
議
団
の
田
中
智
子
議
員
が
、
狛
江
市
長
選
立
候

補
の
た
め
、
７
月
15
日
付
で
議
員
失
職
と
な
り
ま
し
た
。

総
務
文
教
常
任
委
員
会

社
会
常
任
委
員
会

施
行
に
伴
い
、
市
議
会
議
員
の
選
挙

に
お
け
る
ビ
ラ
の
作
成
費
用
を
公
費

負
担
と
す
る
た
め
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
の
可
決

建
設
環
境
常
任
委
員
会

第
2
回
定
例
会

本

会

議

平成30年度
狛江市一般会計補正予算（第2号）の主な内容（歳出）

1,276万2千円住宅耐震診断等助成社会福祉費

民 生 費

1億3,236万3千円新設保育園整備事業児童福祉費

610万円環境美化推進事業保健衛生費衛 生 費

551万6千円
西和泉体育館、
西和泉グランド維持
管理費

教育総務費教 育 費

227万1千円教育研究所関係費

第
２
回
定
例
会
で
可
決
さ
れ
た

「
狛
江
市
職
員
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

の
防
止
等
に
関
す
る
条
例
」
の
主

な
質
疑
・
応
答
を
紹
介
し
ま
す
。


